
2022年６月24日（金曜日）午前10時
	 （受付開始予定：午前9時）

日 時

東京都千代田区平河町二丁目４番１号
都市センターホテル（日本都市センター会館内）
３階　コスモスホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
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定時株主総会
招 集 ご 通 知

第99回

証券コード：1301

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「イ
ンターネット」又は「書面（郵送）」等による議
決権の事前行使をご選択いただき、当日のご来
場は可能な限りご遠慮いただきますようお願い
申し上げます。
　特にご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠を
されている方は、当日のご来場は自粛いただき
ますよう、強くお願い申し上げます。

新型コロナウイルスに関するお知らせ

お土産の取り止めについて
　株主総会ご出席株主様へのお土産のご提供を
取り止めさせていただいております。何卒ご理
解くださいますようお願い申し上げます。
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食卓に、海のおいしさと、おどろきを。

代表取締役社長　

井上　誠
代表取締役副社長　

酒井　健

魚を中心とした総合食品会社として、「人間尊重を経営の基本に、健康で心豊かな
生活と食文化に貢献し社会とともに成長する」ことを企業理念に、原料の調達から加
工、販売に至るまでのサプライチェーンを強化し、消費者のライフスタイルそしてニ
ーズにマッチした、安心・安全でおいしい商品の提供により、お取引先と消費者の皆
様から満足と信頼を得られるよう、グループの総力を挙げて努力してまいります。
また、当社は2022年４月の東京証券取引所の新市場区分において、プライム市場
へ上場いたしました。プライム市場に上場する企業として、株主の皆様に安心して投
資対象としていただけるよう、持続的な成長と企業価値の向上に邁進してまいりま
す。
今後とも、皆様のご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

株主の皆様へ
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証券コード：1301
2022年６月２日

株 主 各 位
東京都港区赤坂三丁目３番５号

代表取締役社長 井上 誠

第99回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第99回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し

上げます。
なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行

使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、
４ページの「議決権の行使についてのご案内」にしたがって、2022年６月23日
（木曜日）午後５時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げま
す。

敬 具

記

１. 日 時 2022年６月24日（金曜日）午前10時
（受付開始時刻は午前９時を予定しております。）

２. 場 所 東京都千代田区平河町二丁目４番１号
都市センターホテル（日本都市センター会館内）
３階 コスモスホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
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３. 目的事項
報告事項 １. 第99期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第99期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役11名選任の件
第４号議案 監査役２名選任の件
第５号議案 補欠監査役１名選任の件

招集にあたっての決定事項
本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記

表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.kyokuyo.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりませ
ん。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査
役が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ

る議決権行使を有効なものといたします。
また、インターネットによって議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていた

だきます。
以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の

当社ウェブサイト（https://www.kyokuyo.co.jp）に掲載させていただきます。
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議決権行使書を郵送する場合

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。（上記の行使
期限までに到着するようご返送ください。）

期　限 2022年６月23日（木曜日）　午後５時45分到着分まで

株主総会へ出席する場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）
また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

インターネットで行使する場合

議決権行使サイト　https://evote.tr.mufg.jp/
パソコン又はスマートフォンから、上記の議決権行使サイトにアクセス
のうえ、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パス
ワード」をご利用いただき、画面の案内にしたがって、上記行使期限
までに賛否をご入力ください。
スマートフォンをご利用の株主様
スマートフォンでの議決権行使は、１回に限り「ログインID」「仮パス
ワード」の入力が不要になりました！
※詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

期　限 2022年６月23日（木曜日）　午後５時45分まで

⃝�インターネットと書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わ
せていただきます。
⃝�インターネットによって、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせて
いただきます。またパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていた
だきます。
⃝�議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主さまのご負担となります。

詳細に
つきましては
次頁をご覧
ください。
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ログインID、パスワードを入力することなく、
議決権行使サイトにログインすることができます。 https://evote.tr.mufg.jp/議決権行使サイト

QRコードを読み取る方法 ログインID・パスワードを入力する方法

上記のQRコードを用いた 
議決権行使は1回に限り可能です。

再行使する場合、又はQRコードを用いずに議決権を 
行使する場合は、右記の「ログインID・パスワード
を入力する方法」をご確認ください。

見本

見本

※�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「パスワード」
を入力

「ログイン」
をクリック

「送信」
をクリック

1  スマートフォンで議決権行使書用紙の右下に
記載のQRコードを読み取ってください。

2  以降は、画面の案内に従って 
賛否をご入力ください。

1  パソコン又はスマートフォンから、上記の議決権行
使サイトにアクセスしてください。

2  議決権行使書用紙に記載された「ログインID・ 
仮パスワード」を入力しクリックしてください。

3  仮パスワードを新しいパスワードに 
変更してください。

4  以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

！

議決権の行使システム等に 
関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027�（通話料無料／受付時間�９：00～21：00）

議決権電子行使プラットフォームについて
　管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立されま
した合弁会社株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会にお
ける電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用
いただくことができます。

2022年05月17日 17時08分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



株主総会参考書類

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

6

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては当期の業績等を勘案した結果、１株につき90円とさせて

いただきたいと存じます。
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金90円 総額 972,793,980円

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月27日

第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定す
る改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備
えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
（1）変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措

置をとる旨を定めるものであります。
（2）変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範

囲を限定するための規定を設けるものであります。
（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は

不要となるため、これを削除するものであります。
（4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
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２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連結
計算書類に記載または表示をすべき事項に係
る情報を、法務省令に定めるところに従いイ
ンターネットを利用する方法で開示すること
により、株主に対して提供したものとみなす
ことができる。

（新 設）

（新 設）

（削 除）

（電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類等の内容である情報について、電
子提供措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した
株主に対して交付する書面に記載しないこと
ができる。

（附則）
１．定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する

法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし
書きに規定する改正規定の施行の日である2022
年９月１日から効力を生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、2023年２月末日まで
の日を株主総会の日とする株主総会については、
定款第15条（株主総会参考書類等のインターネ
ット開示とみなし提供）はなお効力を有する。

３．本附則は、2023年３月１日または前項の株主総
会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日
後にこれを削除する。
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第３号議案 取締役11名選任の件
取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役11名の選

任をお願いするものであります。
候補者は次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社における地位及び担当

１ いの うえ まこと

井 上 誠 新 任 再 任 社 外 独 立 代表取締役社長

２ さか い けん

酒 井 健 新 任 再 任 社 外 独 立
代表取締役副社長
事業部門統括、鰹・鮪セグメント、物流サービスセグメ
ント管掌、鰹鮪事業部担当

３ こん どう しげる

近 藤 茂 新 任 再 任 社 外 独 立
専務取締役
水産商事セグメント管掌、水産第１部、水産第２部、水
産第３部、海外事業部、業務部担当

４ き やま しゅう いち

木 山 修 一 新 任 再 任 社 外 独 立
常務取締役
管理部門統括、コンプライアンス担当、経営管理部、総
務部、人事部、品質保証部担当

５ ひ がき ひと し

檜 垣 仁 志 新 任 再 任 社 外 独 立 取締役
経営管理部長委嘱

６ た なか ゆたか

田 中 豊 新 任 再 任 社 外 独 立
取締役
食品事業管理部、業務食品本部業務食品第１部、ロジス
ティクス本部担当、業務食品本部長、業務食品第１部
長、ロジスティクス本部長委嘱

７ やま ぐち けい ぞう

山 口 敬 三 新 任 再 任 社 外 独 立

取締役
食品セグメント管掌、業務食品本部業務食品第２部、市
販食品本部市販食品第１部、市販食品第２部、商品開発
本部商品開発部、研究所担当、市販食品本部長、市販食
品第２部長委嘱

８ み うら まさ よ

三 浦 理 代 新 任 再 任 社 外 独 立 社外取締役

９ しら お み か

白 尾 美 佳 新 任 再 任 社 外 独 立 社外取締役

10 まち だ かつ ひろ

町 田 勝 弘 新 任 再 任 社 外 独 立 社外取締役

11 やま だ えい じ

山 田 英 司 新 任 再 任 社 外 独 立 社外取締役

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 独立役員候補者

2022年05月17日 17時08分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



9

候補者番号

1
いの うえ まこと

井 上 誠 再 任
生年月日 1957年12月５日生
所有する当社株式の数 6,700株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980年４月 当社入社
2004年６月 当社水産部水産第３部長
2005年４月 当社水産部水産第２部長
2006年４月 当社水産冷凍食品部長
2010年６月 当社大阪支社長
2012年６月 当社取締役大阪支社長
2014年４月 当社取締役東京支社長

2015年４月 当社取締役調理冷凍食品部
長

2015年６月 当社常務取締役調理冷凍食
品部長

2016年４月 当社常務取締役
2017年６月 当社専務取締役
2018年６月 当社代表取締役社長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に水産商事・食品関連業務に従事し、水産冷凍食品部長、支社長、調理冷凍食
品部長、常務取締役、専務取締役を経て、2018年から代表取締役社長を務めており、当社に
おける豊富な業務経験と水産商事・食品事業及び会社の経営全般に関する知見を有している
ことから、引き続き取締役候補者としました。

候補者番号

2
さか い けん

酒 井 健 再 任
生年月日 1954年10月21日生
所有する当社株式の数 6,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1978年４月 当社入社
2006年４月 当社大阪支社水産加工部長
2009年６月 当社水産加工第２部長
2014年６月 当社取締役水産加工第２部

長

2016年６月 当社常務取締役
2017年６月 当社専務取締役
2020年６月 当社代表取締役専務
2021年６月 当社代表取締役副社長

（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に水産商事関連業務に従事し、水産加工第２部長、常務取締役、専務取締役、
代表取締役専務を経て、2021年から代表取締役副社長を務めており、当社における豊富な業
務経験と水産商事事業及び会社の経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取
締役候補者としました。
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補者番号

3
こん どう しげる

近 藤 茂 再 任
生年月日 1958年12月８日生
所有する当社株式の数 3,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年４月 当社入社
2011年６月 当社海外事業部長
2015年６月 当社水産加工第３部長
2017年６月 当社取締役水産加工第３部

長
2019年６月 当社常務取締役水産加工第

３部長

2020年６月 当社常務取締役水産加工第
２部長

2021年３月 当社常務取締役
2021年６月 当社専務取締役（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に海外駐在、水産商事関連業務に従事し、海外事業部長、水産加工第３部長、
常務取締役を経て、2021年から専務取締役を務めており、当社における豊富な業務経験とグ
ローバルな事業経営及び水産商事事業に関する知見を有していることから、引き続き取締役
候補者としました。

候補者番号

4
き やま しゅう いち

木 山 修 一 再 任
生年月日 1959年８月30日生
所有する当社株式の数 3,300株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年４月 当社入社
2013年４月 当社企画部長

2017年６月 当社取締役企画部長
2020年６月 当社常務取締役（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に企画・経理関連業務に従事し、企画部長を経て、2020年から常務取締役を務
めており、当社における豊富な業務経験と企画・経理に関する知見を有していることから、
引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号

5
ひ がき ひと し

檜 垣 仁 志 再 任
生年月日 1962年８月17日生
所有する当社株式の数 600株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年４月 当社入社
2017年６月 当社経理部長
2020年６月 当社取締役経理部長

2021年４月 当社取締役経営管理部長
（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主にシステム・経理関連業務に従事し、経理部長、経営管理部長を務めるなど、
当社における豊富な業務経験とシステムに関する高い見識及び経理に関する知見を有してい
ることから、引き続き取締役候補者としました。

候補者番号

6
た なか ゆたか

田 中 豊 再 任
生年月日 1961年８月20日生
所有する当社株式の数 4,700株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年４月 当社入社
2010年８月 当社大阪支社冷凍食品部長
2016年４月 当社調理冷凍食品部長
2018年６月 当社取締役調理冷凍食品部

長

2021年４月 当社取締役業務食品本部
長、業務食品第１部長、ロ
ジスティクス本部長（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に食品関連業務に従事し、調理冷凍食品部長、業務食品本部長、業務食品第１
部長、ロジスティクス本部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と食品・物流サー
ビス事業に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号

7
やま ぐち けい ぞう

山 口 敬 三 再 任
生年月日 1962年１月８日生
所有する当社株式の数 900株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年４月 当社入社
2014年４月 当社品質保証部長
2016年４月 当社家庭用冷凍食品部長
2018年３月 当社常温食品部長

2020年６月 当社取締役常温食品部長
2021年４月 当社取締役市販食品本部

長、市販食品第２部長
（現）

取締役候補者
と し た 理 由

入社以来、主に海外駐在、食品関連業務に従事し、品質保証部長、家庭用冷凍食品部長、常
温食品部長、市販食品本部長、市販食品第２部長を務めるなど、当社における豊富な業務経
験とグローバルな事業経営及び食品事業に関する知見を有していることから、引き続き取締
役候補者としました。

候補者番号

8
み うら まさ よ

三 浦 理 代 再 任 社 外 独 立
生年月日 1946年５月16日生
所有する当社株式の数 700株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1970年４月 女子栄養大学助手
1995年４月 同大学助教授
2001年４月 同大学教授
2003年１月 同大学実践栄養学科長

2009年１月 同大学学務部長
2015年６月 当社取締役(現)
2017年４月 女子栄養大学名誉教授(現)

社外取締役候補者
とした理由及び期待
される役割の概要

女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と
知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今
後も同氏の永年の経験と知見を基に、取締役会の意思決定に際して適切な指導をしていただ
くことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
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候補者番号

9
しら お み か

白 尾 美 佳 再 任 社 外 独 立
生年月日 1960年２月28日生
所有する当社株式の数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994年４月 国立公衆衛生院（現 国立

保健医療科学院）特別研究
員

2002年４月 実践女子短期大学助教授

2014年４月 実践女子大学教授（現）
2020年６月 当社取締役（現）

社外取締役候補者
とした理由及び期待
される役割の概要

実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識から、取
締役会において専門的立場から適切な意見をいただいており、今後も同氏の知識や経験等を
経営に反映し、監督機能を発揮していただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候
補者としました。

候補者番号

10
まち だ かつ ひろ

町 田 勝 弘 再 任 社 外 独 立
生年月日 1953年11月15日生
所有する当社株式の数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1976年４月 農林水産省入省
2009年７月 水産庁長官
2010年７月 農林水産省事務次官
2013年５月 （一社）JA共済総合研究

所理事長

2016年３月 日本中央競馬会副理事長
2020年３月 JRAファシリティーズ㈱代

表取締役会長
2021年６月 当社取締役（現）
2022年４月 JRAファシリティーズ㈱顧

問（現）

社外取締役候補者
とした理由及び期待
される役割の概要

永年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経
験を有しており、専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、
業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役
候補者としました。
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候補者番号

11
やま だ えい じ

山 田 英 司 再 任 社 外 独 立
生年月日 1955年７月18日生
所有する当社株式の数 0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1978年４月 日本電信電話公社（現 日

本電信電話㈱）入社
2001年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・デー

タ金融システム事業本部金
融ビジネス企画本部長

2002年４月 同社ビジネス開発事業本部
決済ビジネス事業部長

2004年５月 同社決済ソリューション事
業本部副事業本部長

2005年６月 同社執行役員

2011年６月 同社取締役常務執行役員
2012年６月 同社代表取締役副社長執行

役員
2015年６月 同社顧問

日本電子計算㈱代表取締役
社長

2017年６月 ㈱千葉興業銀行社外取締役
（現）

2021年６月 当社取締役（現）
日本電子計算㈱顧問（現）

社外取締役候補者
とした理由及び期待
される役割の概要

日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められるなど、システム開発の経験や実績
を背景とした経営者としての幅広い見識を有しており、当社の経営を監督していただくとと
もに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与し
ていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。

（注）1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．現在当社の取締役である各候補者の当社における担当は、事業報告「4.（1）取締役及び監査役の氏名等」（32ページ）に記
載のとおりであります。

3．三浦理代、白尾美佳、町田勝弘及び山田英司の４氏は社外取締役候補者であります。
4．三浦理代、白尾美佳、町田勝弘及び山田英司の４氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
5．本総会終結の時をもって、三浦理代氏の当社社外取締役就任期間は７年、白尾美佳氏の当社社外取締役就任期間は２年、町田
勝弘及び山田英司の両氏の当社社外取締役就任期間は１年となります。

6．当社は三浦理代、白尾美佳、町田勝弘及び山田英司の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１
項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており
ます。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
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■取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）
本議案が承認可決された場合、当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより

構成されることになります。

経営全般 業界知見 IT
法務・
コンプライ
アンス

財務・
会計

行政・
学術研究 国際性

井上 誠 ● ●

酒井 健 ● ●

近藤 茂 ● ● ●

木山 修一 ● ● ● ●

檜垣 仁志 ● ●

田中 豊 ●

山口 敬三 ● ●

三浦 理代 ●

白尾 美佳 ●

町田 勝弘 ● ● ●

山田 英司 ● ●

なお、上記の一覧表は各氏の経験などをふまえ、より専門的な知見を有する分野を示してお
り、有する全ての知見を表すものではありません。
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第４号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役菅野洋一及び志村和彦の両氏は任期満了となりますので、監

査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
候補者は次のとおりであります。

候補者番号

1
かん の よう いち

菅 野 洋 一 再 任 社 外
生年月日 1962年８月６日生
所有する当社株式の数 700株

略歴及び重要な兼職の状況
1985年４月 農林中央金庫入庫
2005年２月 同水戸支店長
2008年７月 同総務部副部長
2010年６月 同関東業務部長
2012年６月 同総務部長
2015年６月 同監事
2018年６月 当社常勤監査役（現）

社外監査役候補者
と し た 理 由

永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を監査役に就任された場合
に当社の監査体制に生かしていただくため、社外監査役候補者としました。同氏が職務を適
切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合
的に勘案したためであります。
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候補者番号

2
すず き のり お

鈴 木 則 男 新 任
生年月日 1957年10月27日生
所有する当社株式の数 2,400株

略歴及び重要な兼職の状況
1982年４月 当社入社
2015年６月 海洋フーズ㈱取締役
2016年６月 同社代表取締役社長(現)

監査役候補者
と し た 理 由

入社以来従事した食品関連業務における専門知識を有し、グループ会社社長として当社の実
情に通じるとともに経営経験も豊富であり、適正な監査を行う能力を有していることから、
監査役候補者としました。

（注）1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．菅野洋一氏は社外監査役候補者であります。
3．菅野洋一氏は、過去10年間に当社の主要取引金融機関である農林中央金庫の業務執行者であったことがあります。
3．本総会終結の時をもって、菅野洋一氏の当社社外監査役就任期間は４年となります。
4．当社は菅野洋一氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を
締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。同氏の再任が承認された場合、当
社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

5．鈴木則男氏は、2022年６月10日付をもって海洋フーズ㈱の取締役を退任し、同社の監査役に就任される予定であります。
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第５号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであ

ります。
なお、本議案の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任

を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
候補者は次のとおりであります。

しも だ いち ろう

下 田 一 郎 社 外
生年月日 1972年９月18日生
所有する当社株式の数 0株

略歴及び重要な兼職の状況
2005年10月 弁護士登録

長谷川俊明法律事務所勤務
2011年４月 松井・下田法律事務所開設
2015年１月 下田総合法律事務所開設
2020年１月 下田法律税務事務所開設

（現）

補欠社外監査役
候補者とした理由

会社の取締役または監査役等として経営に関与されておりませんが、弁護士としての専門領
域における知識と経験を有していることから、監査役に就任された場合に、当社の慣行にと
らわれない企業社会全体を踏まえた客観的な判断を下していただけるものと考え、補欠監査
役候補者としました。

（注）1．下田一郎氏は社外監査役候補者であります。
2．下田一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
3．下田一郎氏が監査役に就任された場合、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任
を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とし
ます。
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■取締役候補者及び監査役候補者にかかる役員等賠償責任保険契約について
当社は、優秀な人材を確保し、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、以下の

内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2022年12月に更新を予定しており
ます。第３号議案（取締役11名選任の件）及び第４号議案（監査役２名選任の件）でお諮りす
る取締役・監査役の各氏のうち再任予定の候補者については、すでに当該保険契約の被保険者と
なっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、新任の候補者については、選任後被
保険者となります。第５号議案（補欠監査役１名選任の件）でお諮りする補欠監査役候補者につ
いては、監査役に就任後被保険者となります。

【役員等賠償責任保険契約の内容の概要】
（１）被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料については特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担は
ありません。

（２）填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当

該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等につ
いて填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の
免責事由があり、役員等の職務の適正性が損なわれないように措置を講じています。

以 上
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1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の制

限、停滞から一時的に持ち直しの動きが見られたものの、新たな変異株の出現により感染が再拡
大し、厳しい状況で推移しました。また、ウクライナ情勢を巡る地政学的リスクが顕在化したほ
か、急激な円安が進行するなど、先行き不透明な状況が続きました。
水産・食品業界におきましても、欧米を中心とした需要回復による水産物の引き合いの高まり

や、中国、東南アジア等でのコロナ禍の影響による供給減少もあり、原材料価格や輸送費が高騰
するなど、依然として厳しい状況が続いております。

このような状況のもとで、中期経営計画『Build Up Platform 2024』（2021年度～2023年
度）の初年度として、『経営基盤の強化を図りながら、「事業課題への継続的取組み」と「持続的
成長への挑戦」を柱とする戦略を進め、社会と極洋それぞれが共有するべき価値を創造していく
ことで、新たな成長への礎となる「高収益構造への転換」を目指す。』という基本方針のもと、
ESG、SDGsといった持続可能な社会の実現に向けた責任を果たしながら、目標達成に向け取り
組んでまいりました。

セグメント別の事業概況は以下のとおりです。
なお、当連結会計年度より、当社グループ内の管理区分を見直したことに伴い、従来の「冷凍

食品」と「常温食品」を統合し、「食品」セグメントに変更しております。このため、前期との
比較については、セグメント変更後の数値に組み替えて比較を行っております。

（水産商事セグメント）
国内販売では、長引くコロナ禍にあって、主要魚種のサケやエビについて、量販店を中心に加

工品の販売が順調に推移したことに加え、年末商戦では高額商品のカニ、魚卵の販売が伸長しま
した。また、北洋魚も在庫管理の徹底により、利益が改善しました。さらに、欧米各国ではウィ
ズコロナ政策の浸透により水産物の需要が回復したことから先高観が強まり、日本国内でも加工
用原料の販売が伸長しました。以上のことから、計画を大幅に上回る利益を確保しました。
海外事業については、中国向けのホタテの輸出が伸長したほか、消費が回復した北米の現地販

売が持ち直しました。
この結果、売上・利益とも前期を上回りました。水産商事セグメントの売上高は1,207億96

百万円（前期比1.6%増）、営業利益は51億50百万円（前期比67.9％増）となりました。
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（食品セグメント）
業務用冷凍食品は、寿司種をはじめとする生食商材は一定の販売を確保しましたが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響等により、外食・給食ルートにおいて主力の水産フライ製品を中心
に販売が減少しました。
市販用冷凍食品は、煮魚・焼魚の東南アジア工場における生産量が一時的に減少したものの、

ドラッグストア向けに販売が伸長しました。缶詰は健康志向を捉えた新商品を投入し、主力の青
物缶詰、ツナ缶の拡販に努めましたが、巣ごもり需要が一服し、主力量販店での売上が減少しま
した。全体として、原材料高騰や海上運賃の上昇により収益が圧迫されました。
この結果、売上・利益とも前期を下回りました。食品セグメントの売上高は968億83百万円

（前期比1.9％減）、営業利益は10億46百万円（前期比37.9％減）となりました。

（鰹・鮪セグメント）
輸入冷凍クロマグロの取扱いが増加し、量販店、回転寿司ルートを中心に加工品も好調に推移

しました。国産クロマグロの養殖事業は、品質の向上及び出荷体制の安定化により、利益改善に
貢献しました。また、海外まき網事業は、水揚げ数量は減少したものの、カツオの魚価回復によ
り、収支が改善しました。
この結果、売上・利益とも前期を上回りました。鰹・鮪セグメントの売上高は342億95百万

円（前期比14.6％増）、営業利益は９億88百万円（前期比95.2％増）となりました。

（物流サービスセグメント）
配送事業は、海上輸送の混乱による国内幹線輸送の増加に対して取組みを強化し、売上を伸ば

しました。倉庫事業は、水産物の堅調な需要に支えられ、出庫数量は増加したものの、入庫数量
が前年並みに止まり、在庫数量の減少により利益面で影響を受けました。
この結果、売上は前期を上回りましたが、利益は前期を下回りました。物流サービスセグメン

トの売上高は11億76百万円（前期比8.9％増）、営業利益は２億18百万円（前期比41.0％減）
となりました。
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以上の結果、当社グループの売上高は2,535億75百万円（前期比1.8％増）、営業利益は63億
92百万円(前期比37.2％増)、経常利益は69億４百万円（前期比41.5％増）、親会社株主に帰属
する当期純利益は46億34百万円（前期比20.7％増）となりました。
なお、当社単独における売上高は2,327億45百万円（前期比5.5％減）、営業利益は52億79百

万円(前期比46.4％増)、経常利益は56億83百万円（前期比46.8％増）、当期純利益は34億20百
万円（前期比6.3％減）となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資額は50億64百万円であります。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度におきましては、資金調達手段の多様化を目的として短期社債（電子ＣＰ）を

発行する他、設備投資資金や安定資金の確保を目的として、長期借入金27億17百万円を調達い
たしました。

（4）対処すべき課題
水産・食品業界を取り巻く環境は、世界的にはアジア新興国を中心とした所得増加により、水

産物需要が高まりを見せ、水産物原料の確保が課題となっています。一方で、国内では人口減少
によるマーケットの縮小など、厳しい状況が続いていることに加えて、コロナ禍で急激に変化し
た、多様化する消費者ニーズへの対応力が一層重要となっています。また、原材料価格の高騰や
円安の進行、地政学的リスクの顕在化など、経済・事業の先行きに不透明感が増しています。こ
うした環境の中で、食品メーカーとして供給責任を果たしながら、社会と事業の持続可能性を追
求してまいります。
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事業課題への継続的取組み

食品事業・海外事業の拡大
水産商事事業・養殖事業の収益安定化

資源アクセスの強化

持続的成長への挑戦

商品開発・ブランド力の強化
食の楽しみへのこだわり

DXの推進
2050年カーボンニュートラル

経営基盤（事業基盤・財務基盤・人材基盤等）の強化、ESG経営

様々な社会問題 様々な社会問題

高収益構造への転換

社会と極洋の共有価値の創造
●生物多様性の保全
●脱炭素社会、資源循環型社会の実現
●健康で心豊かな生活と食文化への貢献

中期経営計画『Build Up Platform 2024』の概要
『経営基盤の強化を図りながら、「事業課題への継続的取組み」と「持続的成長への挑戦」を柱
とする戦略を進め、社会と極洋それぞれが共有するべき価値を創造していくことで、新たな成長
への礎となる「高収益構造への転換」を目指す。』という基本方針のもと、ESG、SDGsといっ
た持続可能な社会の実現に向けた責任を果たしながら、事業を推進してまいります。
なお、詳細は当社ウェブサイトをご参照ください。

（https://www.kyokuyo.co.jp/files/20210329.pdf）
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（2024年3月期目標値）

（セグメント別目標値）
売　上　高

水産商事

合　　計

その他

鰹　　鮪

食品（冷凍食品+ 常温）

1,420 億円

3,000 億円
10億円
330億円
1,240 億円

36億円

70億円
△10億円
14億円
30億円

セグメント利益

売上高3,000億円

海外売上高300億円 D/Eレシオ1.5倍、営業利益率・経常利益率2％超

営業利益70億円 経常利益65億円

各セグメントの施策は次のとおりであります。

水産商事セグメントでは、付加価値の高い、自社グループで加工した製品の販売拡大に努める
とともに、調達先、加工拠点の多様化を図ることで、供給や価格変動のリスクをヘッジします。
海外事業については、キョクヨーグループ製品の販売を加速させるとともに、海外で調達、加工
から販売までを完結させるビジネスモデルの構築を推進します。

食品セグメントでは、市販用、業務用の区分だけでなく、業務用では外食、量販店など、さら
に細分化した業態別の販売体制を強化するとともに、自社工場製品の販売に注力することで、工
場稼働の効率を高め、収益力のアップを追求します。また、原材料、物流費の上昇によるコスト
アップに応じた商品戦略の浸透に努めます。
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鰹・鮪セグメントでは、国内販売において、輸入冷凍マグロ原料を中心に、自社工場で生産す
る加工品の拡販に注力します。養殖事業においては、国産養殖クロマグロの安定供給と養殖マダ
イの販売強化に努めます。海外まき網事業は、8月に竣工予定の「第11わかば丸」を含め、各船
の操業効率性を高め、収益性向上を図ります。

物流サービスセグメントでは、キョクヨーグループの在庫を核とした適正な管理に努めます。
加えて、的確な庫腹見通しに基づいた外部取引先への営業活動により、庫腹率の向上を図るとと
もに、配送と保管一体化サービスの推進による新規顧客の獲得を進めます。

管理面は、財務・人材基盤の強化とESG経営を根幹に、安定的な利益の積み上げ、自己資本比
率の向上による財務基盤の強化に努め、株主への配当水準の向上を念頭に置いたうえで、積極的
な投資、有利子負債の削減などバランスよく配分します。また事業拡大を図るために、人材育成
の強化や人事制度改革を推進します。ESG経営については、SDGsの取組みを強化することは、
企業経営の根幹を成すものであるという考えのもと、社会課題の解決に貢献する「社会価値」も
追求します。

（5）企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第96期

(20182019
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

第97期
(20192020

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

第98期
(20202021

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

第99期
(20212022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 256,151 262,519 249,197 253,575
経常利益 4,434 3,608 4,879 6,904
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,914 2,037 3,838 4,634

１株当たり当期純利益 269円63銭 188円53銭 356円95銭 430円83銭
総資産 114,673 111,184 116,331 130,460
純資産 31,996 32,593 39,975 42,174
（注）第99期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用しております。
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第99期
（当期）

253,575249,197262,519

第97期 第98期

■ 売上高 （単位：百万円）

第99期
（当期）

4,879

3,608

第97期 第98期

■ 経常利益 （単位：百万円）

6,904

■ 親会社株主に帰属する
当期純利益 （単位：百万円）

第99期
（当期）

4,634
3,838

2,037

第97期 第98期

■ １株当たり当期純利益
（単位：円）

第99期
（当期）

430.83
356.95

188.53

第97期 第98期

■ 総資産 （単位：百万円）

第99期
（当期）

130,460
116,331111,184

第97期 第98期

■ 純資産 （単位：百万円）

第99期
（当期）

42,17439,975

32,593

第97期 第98期
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金

（百万円）
議決権比率
（％）

主 要 な 事 業 内 容

キョクヨー秋津冷蔵㈱ 80 100 冷蔵倉庫業
極洋商事㈱ 60 100 水産物・農畜産物等の買付販売

極洋食品㈱ 100 100
（10.0） 冷凍食品・チルド食品の製造

極洋水産㈱ 192 100 海外まき網漁業、カツオ・マグロの加工
及び冷蔵倉庫業

キョクヨー総合サービス㈱ 10 100 保険代理店業

極洋フィードワンマリン㈱ 90 50
（10.0） マグロその他水産物の養殖・加工及び販売

キョクヨーフーズ㈱ 30 100 冷凍食品・チルド食品の製造
極洋フレッシュ㈱ 90 100 マグロその他水産物等の加工及び販売
キョクヨーマリン愛媛㈱ 30 100 マグロその他水産物の養殖・加工及び販売

キョクヨーマリンファーム㈱ 30 100
（16.7） マグロその他水産物の養殖・加工及び販売

指宿食品㈱ 50 95
（10.0） マグロその他水産物等の加工及び販売

インテグレート・システム㈱ 50 55 ソフトウェアの開発及び保守
㈱エィペックス・キョクヨー 50 100 水産加工品・惣菜品の製造及び販売
海洋フーズ㈱ 40 100 鮭その他水産物等の加工及び販売
㈱クロシオ水産 5 70 真鯛その他水産物の養殖及び販売
㈱ジョッキ 60 100 海産物珍味の製造及び販売
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会 社 名 資 本 金
（百万円）

議決権比率
（％）

主 要 な 事 業 内 容

Kyokuyo America
Corporation
（米国）

千米ドル
3,000 100 水産物等の買付販売

K&U Enterprise Co.,Ltd.
（タイ）

百万バーツ
120 50 冷凍食品の製造及び販売

青島極洋貿易有限公司
（中国）

千米ドル
200 100 水産物等の買付販売

Kyokuyo Europe B.V.
（オランダ）

千ユーロ
250 100 水産物等の買付販売

Kyokuyo(Thailand)Co.,Ltd.
（タイ）

百万バーツ
102 100 冷凍食品等の買付販売

KYOKUYO GLOBAL
SEAFOODS Co.,Ltd.
（タイ）

百万バーツ
350 100 冷凍食品の製造及び販売

（注）1．当社の連結子会社は上記22社を含む25社であり、持分法適用関連会社は2社です。
2．議決権比率の（ ）内は、間接所有割合（内数）であります。

③事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（7）企業集団の主要な事業内容
事業の種類別
セグメントの名称 主要な事業内容

水産商事 当社及びKyokuyo America Corporation 他において水産物の買付及び加工、販売を
行っております。

食 品 当社、極洋食品㈱及び㈱ジョッキ他において業務用冷凍食品、市販用冷凍食品・缶詰・
海産物珍味の製造及び販売を行っております。

鰹・鮪 当社及び極洋水産㈱他においてカツオ・マグロ等の漁獲、養殖、買付及び加工、販売を
行っております。

物流サービス キョクヨー秋津冷蔵㈱において冷蔵倉庫業を行っております。
その他 キョクヨー総合サービス㈱他において保険代理店業などを行っております。

（注）当連結会計年度より、当社グループ内の管理区分を見直したことに伴い、従来の「冷凍食品」と「常温食品」を統合し、「食品」
セグメントに変更しております。
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（8）企業集団の主要な営業所及び工場等

㈱極洋

本社 東京都港区

支社 札幌市・仙台市・東京都港区・名古屋市・大阪市・
広島市・福岡市

研究所 宮城県塩釜市

キョクヨー秋津冷蔵㈱
本社・事業所 東京都大田区
事業所 東京都大田区・福岡市

極洋商事㈱ 本社 東京都港区

極洋食品㈱
本社・工場 宮城県塩釜市
工場 青森県八戸市・茨城県ひたちなか市

極洋水産㈱ 本社・工場 静岡県焼津市
キョクヨー総合サービス㈱ 本社 東京都港区
極洋フィードワンマリン㈱ 本社 愛媛県南宇和郡愛南町
キョクヨーフーズ㈱ 本社・工場 愛媛県北宇和郡松野町
極洋フレッシュ㈱ 本社・工場 東京都江戸川区
キョクヨーマリン愛媛㈱ 本社 愛媛県南宇和郡愛南町
キョクヨーマリンファーム㈱ 本社 高知県幡多郡大月町
指宿食品㈱ 本社・工場 鹿児島県指宿市
インテグレート・システム㈱ 本社 東京都中央区
㈱エィペックス・キョクヨー 本社・工場 兵庫県姫路市
海洋フーズ㈱ 本社・工場 茨城県神栖市
㈱クロシオ水産 本社 高知県幡多郡大月町

㈱ジョッキ
本社・工場 東京都練馬区
工場 埼玉県本庄市・北海道北斗市

Kyokuyo America Corporation 本社 Seattle,Washington,U.S.A.
K&U Enterprise Co.,Ltd. 本社・工場 Samut Sakhon,Thailand
青島極洋貿易有限公司 本社 中国青島市
Kyokuyo Europe B.V. 本社 Luchthaven Schiphol,The Netherlands
Kyokuyo(Thailand)Co.,Ltd. 本社 Khet Bangrak,Bangkok,Thailand
KYOKUYO GLOBAL
SEAFOODS Co.,Ltd. 本社・工場 Samut Sakhon,Thailand
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（9）従業員の状況
①企業集団の従業員の状況

事業の種類別
セグメントの名称 従業員数（人） 前期末比増減（人）

水産商事 287 3
食 品 1,334 △53
鰹・鮪 368 △51
物流サービス 62 △9
その他 87 △3
全社（共通） 70 8

合 計 2,208 △105
（注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時従業員（期中平均雇用人員1,827人）は含んでおりません。

２．当連結会計年度より、当社グループ内の管理区分を見直したことに伴い、従来の「冷凍食品」と「常温食品」を統合し、「食
品」セグメントに変更しております。そのため、前連結会計年度の数値を変更後の事業区分に組み替えて比較を行っており
ます。

②当社の従業員の状況
区 分 人 員 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

職

員

人 人 歳 月 年 月
男 513 3 42 5 18 2
女 182 10 36 5 11 2

計 又 は
平 均 695 13 40 7 16 4

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員（期中平均雇用人員84人）は含んでおりません。

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 残 高

百万円
㈱りそな銀行 9,959
農林中央金庫 7,594
㈱三菱UFJ銀行 5,897
三井住友信託銀行㈱ 4,654

（注）当連結会計年度における借入残高は42,736百万円であります。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 43,700,000株
（2）発行済株式の総数 10,928,283株

（内、自己株式数 119,461株）
（3）株主数 28,937名
（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 954 8.83
㈱りそな銀行 523 4.84
農林中央金庫 445 4.11
㈱日本カストディ銀行(信託口) 316 2.92
東洋製罐グループホールディングス㈱ 315 2.91
三井住友海上火災保険㈱ 250 2.31
東京海上日動火災保険㈱ 224 2.07
極洋秋津会 149 1.38
SCBHK AC LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
AG 143 1.32

中村 格彰 140 1.30
（注）1．持株数は千株未満を、持株比率は小数点第3位をそれぞれ切り捨てて表示しております。

2．持株比率は、自己株式（119,461株）を控除して計算しております。なお、自己株式には役員株式給付信託の導入に際して設
定した株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式51,062株を含めておりません。

3．極洋秋津会は当社取引先持株会であります。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
取締役、その他役員に交付した株式の区分別合計

区 分 株 式 数 交付対象者数

取締役 390株 1名
（注）株式数のうち100株は取締役株式給付規程に基づき売却し、金銭にて交付しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

井 上 誠 代 表 取 締 役 社 長

酒 井 健 代表取締役副社長 （事業部門統括、鰹・鮪セグメント、物流サービスセグメン
ト管掌、鰹鮪事業部担当）

近 藤 茂 専 務 取 締 役 （水産商事セグメント管掌、水産第１部、水産第２部、水産
第３部、海外事業部、業務部担当）

木 山 修 一 常 務 取 締 役 （管理部門統括、コンプライアンス担当、経営管理部、総務
部、人事部、品質保証部担当）

田 中 豊 取 締 役 （食品事業管理部、業務食品本部業務食品第１部、ロジステ
ィクス本部担当、業務食品本部長、業務食品第１部長、ロ
ジスティクス本部長委嘱）

西 村 斉 之 取 締 役 （総務部長委嘱、キョクヨー総合サービス㈱代表取締役社長）

山 口 敬 三 取 締 役 （食品セグメント管掌、業務食品本部業務食品第２部、市販
食品本部市販食品第１部、市販食品第２部、商品開発本部
商品開発部、研究所担当、市販食品本部長、市販食品第２
部長委嘱）

檜 垣 仁 志 取 締 役 （経営管理部長委嘱）

三 浦 理 代 取 締 役 （女子栄養大学名誉教授）

白 尾 美 佳 取 締 役 （実践女子大学教授）

＊町 田 勝 弘 取 締 役 （JRAファシリティーズ㈱代表取締役会長）

＊山 田 英 司 取 締 役 （日本電子計算㈱顧問、㈱千葉興業銀行社外取締役）

田 村 雅 治 常 勤 監 査 役

菅 野 洋 一 常 勤 監 査 役

志 村 和 彦 監 査 役

＊西 浜 正 幸 監 査 役

（注）1．＊印は、2021年６月25日開催の定時株主総会で新たに選任され就任した取締役及び監査役であります。
2．2021年６月25日付にて、取締役傍島康之氏は任期満了により退任し、監査役松行健一氏は辞任いたしました。
3．地位、担当及び重要な兼職の状況は、2022年３月31日現在であります。
4. 現任取締役のうち三浦理代、白尾美佳、町田勝弘及び山田英司の４氏は、社外取締役であります。
5．取締役町田勝弘氏は、2022年３月31日付でJRAファシリティーズ㈱の代表取締役会長を退任いたしました。
6．現任監査役のうち田村雅治及び菅野洋一の両氏は、社外監査役であります。
7．取締役三浦理代、白尾美佳、町田勝弘及び山田英司の４氏は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
8．監査役田村雅治及び菅野洋一の両氏は、金融機関における永年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して
おります。
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（2）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のと

おりです。
当社取締役の報酬は、取締役が中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献

意識を高めることを目的とし、バランスを考慮した報酬体系とすることを基本方針とする。具体
的には、取締役の報酬は、ア．固定の基本報酬、イ．業績連動型株式報酬で構成する。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役については、固定の基本報酬のみとする。
ア．固定の基本報酬
月例の固定報酬とし、各取締役の職責に基づき決定する。

イ．業績連動型株式報酬
中期経営計画の目標指標である連結売上高と連結営業利益の達成度合いに応じ、事業年度

ごとに各取締役に付与するポイントを決定し、そのポイントに基づき、退任時に信託を通じ
て当社株式を支給する。
また、決定方針は、取締役会が決定しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の固定の基本報酬の額は、２０２１年６月２５日開催の第９８回定時株主総会において

年額４００百万円以内と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は１２名です。また、当該基本報酬とは別枠で、２０
２１年６月２５日開催の第９８回定時株主総会において、業績連動型株式報酬の額を３年間で１
５０百万円以内、株式数を３年間で５０,０００株以内と決議しております。当該定時株主総会
終結時点の対象取締役の員数は８名です。
監査役の金銭報酬の額は２０２１年６月２５日開催の第９８回定時株主総会において年額７０

百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。
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③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬決定についてのプロセスの客観性と透明性を確保するため、個人別の固定の基本

報酬額については、取締役会決議に基づき、社内取締役及び独立社外取締役で構成される指名・
報酬委員会にその決定を委任することとし、その委任する権限の内容は、各取締役の職責に基づ
き、各取締役の固定の報酬額を決定する権限としております。また、業績連動型株式報酬につい
ては、取締役会の決議により定めた取締役株式給付規程に従って、指名・報酬委員会が事業年度
ごとに各取締役に付与するポイント（株式数）を決定しております。
指名・報酬委員会は取締役報酬の基本方針に則った報酬の決定を行った旨を取締役会へ報告し

ており、この手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその
内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役としております。当事業年度にお

ける指名・報酬委員会の体制は下記のとおりです。
井上 誠 （代表取締役 社長）
三浦 理代 （社外取締役）
町田 勝弘 （社外取締役）

④業績連動報酬等に関する事項
業績連動型株式報酬は株主総会の決議に基づき、事業年度ごとに中期経営計画の目標指標であ

る連結売上高と連結営業利益の達成度合いに応じて算出した業績連動係数に取締役の役位別に定
めた基本ポイントを乗じ、各取締役に付与するポイントを算定し、そのポイントに基づき、退任
時に信託を通じ当社株式を支給しております。当該業績指標を算定の基礎とした理由は、取締役
の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値の持続的向上を促すことが期待できると判
断したためであります。なお、当事業年度における業績連動型株式報酬制度に係る指標の計画値
は、連結売上高２５０,０００百万円、連結営業利益５,０００百万円で、実績は連結売上高２５
３，５７５百万円、連結営業利益６，３９２百万円です。
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⑤取締役及び監査役の報酬等の総額等

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬

取締役
(うち社外取締役)

301
（31）

268
（31）

33
（－） － 13

（4）
監査役

(うち社外監査役)
63
（49）

63
（49） － － 5

（2）
合計 364 331 33 － 18

（注）業績連動報酬（非金銭報酬）として取締役に対して株式報酬を交付しております。当社株式報酬の内容及びその交付状況は2.会社
の株式に関する事項に記載のとおりです。

（3）社外役員に関する事項
①取締役 三浦理代
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況
該当事項はありません。

イ．他の法人等の社外役員の兼任状況
該当事項はありません。

ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

エ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会17回中17回の全てに出席し、食品栄養学の専門家としての永
年の知見から発言・助言を行っております。

オ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験
と知見から、取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいてお
ります。また、指名・報酬委員会の委員として、当該事業年度に開催された委員会全てに
出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や報酬の決定過程における監督機
能を果たしていただいております。
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②取締役 白尾美佳
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況
該当事項はありません。

イ．他の法人等の社外役員の兼任状況
該当事項はありません。

ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

エ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会17回中17回の全てに出席し、食品衛生学や食育に関する専門
的立場から発言・助言を行っております。

オ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有さ
れており、専門的立場からご指導いただくとともに、知識や経験等を経営に反映し、監督
機能を発揮していただいております。

③取締役 町田勝弘
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況
JRAファシリティーズ㈱代表取締役会長

イ．他の法人等の社外役員の兼任状況
該当事項はありません。

ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

エ．当事業年度における主な活動状況
就任後、当事業年度開催の取締役会14回中14回の全てに出席し、経験豊富な経営者の観
点から、妥当かつ適切な意思決定に寄与しています。

オ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
永年にわたり農林水産省において要職を務められ、また研究機関により培われた豊富な経
験と高い学識を有されており、専門的立場からご指導いただくとともに、知識や経験等を
経営に反映し、監督機能を発揮していただいております。また、指名・報酬委員会の委員
として、当該事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役
員候補者の選定や報酬の決定過程における監督機能を果たしていただいております。

（注）2022年３月31日付でJRAファシリティーズ㈱の代表取締役会長を退任いたしました。
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④取締役 山田英司
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況
日本電子計算㈱顧問

イ．他の法人等の社外役員の兼任状況
㈱千葉興業銀行社外取締役

ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

エ．当事業年度における主な活動状況
就任後、当事業年度開催の取締役会14回中14回の全てに出席し、経験豊富な経営者の観
点から発言・助言を行っております。

オ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められるなど、システム開発の豊富な経
験や実績を背景とした経営者としての高い見識を有されており、専門的立場からご指導い
ただくとともに、知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただいておりま
す。

⑤監査役 田村雅治
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況
該当事項はありません。

イ．他の法人等の社外役員の兼任状況
該当事項はありません。

ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

エ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会17回及び監査役会13回の全てに出席し、永年にわたる金融機
関業務による知見から発言・助言を行っております。
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⑥監査役 菅野洋一
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況
該当事項はありません。

イ．他の法人等の社外役員の兼任状況
該当事項はありません。

ウ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

エ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会17回及び監査役会13回の全てに出席し、永年にわたる金融機
関業務による知見から発言・助言を行っております。

(4)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第４２７条第１項の規定により、各社外取締役及び各社外監査役との間に、同

法第４２３条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく
賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

(5)役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締

結しております。当該保険契約では、特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執
行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのあ
る損害及び訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行っ
た行為の場合等一定の免責事由があり、役員等の職務の適正性が損なわれないように措置を講じ
ています。当該保険契約の被保険者は、当社及び当社グループ子会社の取締役及び監査役であ
り、その保険料については特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担
はありません。なお、当社は、１年ごとの契約更新をしており、次回更新時には同内容での更新
を予定しております。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称
井上監査法人

（2）報酬等の額
①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 45百万円
②当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき
金銭その他の財産上の利益の合計額 45百万円

（注）1．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実
績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、
会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分してお
りませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。
なお当社の重要な子会社のうちKyokuyo America Corporation、K&U Enterprise Co.,Ltd.、青島極洋貿易有限公司、
Kyokuyo Europe B.V.、Kyokuyo(Thailand)Co.,Ltd.、KYOKUYO GLOBAL SEAFOODS Co.,Ltd.は、当社の会計監査人
以外の公認会計士又は監査法人 (外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

（3）非監査業務の内容
当事業年度に対価を支払った非監査業務の内容は「電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法」に基づく認定申請に係る手続き業務です。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると判断した場合

には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査

を遂行するに不十分であると判断する場合、その他必要があると判断する場合には、会計監査人
の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定します。
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6. 会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正
を確保するための体制
当社取締役会は、「内部統制システムの基本方針」を決議しております（初回制定 2006年5

月12日、最終改定 2022年4月1日）。当該方針の概要は以下のとおりです。

①企業理念とキョクヨーグループ企業行動憲章
当社及びグループ会社は以下の企業理念、キョクヨーグループ企業行動憲章を業務遂行にあた

っての基本方針とする。
企業理念：人間尊重を経営の基本に、健康で心豊かな生活と食文化に貢献し社会とともに成長す

ることを目指します。
キョクヨーグループ企業行動憲章：

1. 社会に役立つ総合食品グループとして、安心・安全な商品およびサービスを提供
し、消費者・ユーザーの信頼を獲得します。

2. 法令を遵守し、公正、透明、自由な競争を行い、政治、行政との健全かつ正常な
関係を保ちます。

3. 消費者・ユーザー・株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、
企業情報を積極的かつ公正に開示します。

4. 環境問題への取り組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自
主的、積極的に行動します。

5. 働きやすい環境の整備に努めます。
6. 国際社会の一員として行動し、関係地域の発展に努めます。
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②取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア．コンプライアンス体制の基礎として、企業理念に基づきキョクヨーグループ企業行動憲章
およびコンプライアンス基本規則を定め、当社およびグループ会社の役職員に対しその周知
徹底を図る。
コンプライアンス担当役員のもと、基本方針に基づきコンプライアンス体制の構築、維持、
向上を具体的に推進する組織として、専任の「内部統制室」を設置し、グループ全体の横断
的なコンプライアンス体制を整備する。
イ．社長を委員長とする「内部監査委員会」は、「内部監査チーム」を編成し当社およびグル
ープ会社のコンプライアンスの状況を監査するとともに、業務の改善を推進する。
ウ．当社およびグループ会社は、職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
に、必要に応じて規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。

エ．当社の取締役はグループ全体における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する
重要な事実を発見した場合には直ちに当社の監査役に報告するものとする。
オ．法令違反、その他コンプライアンスに関する事実についてのグループ内通報体制として、
コンプライアンス担当部署長および外部の弁護士事務所を直接の情報受領者として、通報者
が保護される内部通報システムを設け、内部通報者保護規則に基づきその運用を行うことと
する。
カ．当社の監査役はグループ全体のコンプライアンス体制および内部通報システムの運用に問
題があると認めるときは、当社の取締役に対し意見を述べるとともに、改善策の策定を求め
ることができるものとする。
キ．当社およびグループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固
として対決し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないものと
する。このことについて当社およびグループ会社の役職員に周知徹底するとともに、平素よ
り関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織としてすみやかに対処できる体制
を構築する。
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③取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書または電磁的媒体については、文書取扱規則等に基づき、適切か

つ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、定められた保存期間に従い、閲覧可能な
状態を維持することとする。

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．グループ全体のリスク管理についてキョクヨーグループリスク管理基本規則を作成し、グ
ループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理するためのリスク管理体制を整備する。
イ．環境保全リスクについて社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会のもと、グルー
プ全体の環境保全体制を構築、維持、継続させる。
ウ．品質安全リスクについては、フードディフェンスガイドラインを作成し、工場運営の基礎
として運用する。また食品事故が発生した際には食品事故及び苦情処理に関する規則等に基
づき、グループ全体ですみやかに対応する。
エ．当社およびグループ会社は、災害リスクについて事業継続計画（BCP）を策定し、被災時
においても事業を継続できる体制を整備する。
オ.「内部監査チーム」は、当社およびグループ会社のリスク管理体制を監査し、その結果を
内部監査委員会に報告する。

⑤取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．当社およびグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制の基礎として、取締役会を定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

イ．当社およびグループ会社の取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規則、
りん議規則において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定める。
ウ. 中期経営計画および年次予算については、グループ全体での会議を通じて、情報を共有す
る。
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⑥当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制ならびに
当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
ア．当社およびグループ会社は、業務の適正を確保するため、業務の実態に対応した諸規定を
定めるものとする。

イ．グループ会社の経営管理を系列会社管理規則に従って行うとともに、グループ会社は当社
に対して経営上の重要事項を報告するものとする。
ウ．グループ会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライ
アンス上問題があると認めた場合には、当社のコンプライアンス担当部署に報告するものと
する。当社のコンプライアンス担当部署は直ちに当社の監査役に報告を行うとともに、意見
を述べることができるものとする。当社の監査役は当社の取締役に対し意見を述べるととも
に、改善策の策定を求めることができるものとする。

⑦監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事
項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア．当社の監査役の職務の補助は監査役会事務局が担当するものとする。
イ．当社の監査役から監査業務に関し必要な命令を受けた使用人は、その命令に関し当社の取
締役その他の指揮命令を受けない。

⑧当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制ならびにその他監
査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア．当社およびグループ会社の役職員が当社の監査役に対して、法定の事項に加え、当社およ
びグループ会社の業務または業績に影響を与える重要な事項、内部監査の実施状況、内部通
報システムによる通報状況等についてすみやかに報告する体制を整備する。前記に関わら
ず、当社の監査役はいつでも必要に応じて、当社およびグループ会社の役職員に対して報告
を求めることができることとする。
イ．内部通報者保護規則により、内部通報システムの適切な運用を維持することにより、法令
違反、その他コンプライアンス上の問題について当社の監査役への適切な報告体制を確保す
るものとする。

ウ. 当社およびグループ会社は、当社の監査役へ報告を行った当社およびグループ会社の役職
員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
エ. 当社の監査役がその職務の執行に係る費用の前払い等を請求したときは、担当部署におい
て審議の上すみやかに当該費用または債務を処理するものとする。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は「内部統制システムの基本方針」に基づき、体制の整備とその適切な運用に努めていま

す。当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりです。

①コンプライアンスに対する取組み
専任の内部統制室が当社グループのコンプライアンス体制を整備するとともに、内部統制室長

が当社及びグループ会社の役職員に向けてコンプライアンスの徹底に関する通達を発信し、コン
プライアンス意識の向上に努めています。
また、当社及びグループ会社を対象として、コンプライアンス担当部署長及び外部顧問弁護士

を窓口とする内部通報システムを設置・運用しています。

②職務執行の適正性や効率性
取締役会は社外取締役4名を含む取締役12名で構成されています。当事業年度においては取締

役会を17回開催し、会社の重要事項について、法令及び定款に基づき審議、決定しています。
また取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規則、りん議規則においてその責

任者と執行手続きの詳細について定めており、組織的かつ効率的な運営を図っています。

③リスク管理体制
リスク管理の総括部署である経営管理部が定期的に当社グループ全体のリスク情報を取りまと

め、コンプライアンス担当役員を通じ、全役員に資料を配布し、情報を共有しています。
また内部監査チームが当社及びグループ会社を対象に内部監査を実施し、監査結果を内部監査

委員会に報告しています（当事業年度は内部監査委員会を6回開催）。内部監査の指摘事項につい
ては、内部監査委員会事務局が被監査部署に改善計画の提出を求め、その進捗状況を内部監査委
員会に報告しています。
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④グループ会社における業務の適正の確保
グループ会社への取締役及び監査役の派遣、内部監査チームによる内部監査の実施等を通じ、

グループ会社の業務の適正の確保に努めています。
また当社はグループ会社の経営上の重要事項について報告を受けています。

⑤監査役監査の実効性確保
監査役会は、社外監査役２名を含む監査役４名で構成されています。当事業年度においては監

査役会を13回開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っていま
す。
また監査役は内部監査委員会事務局から内部監査の実施状況の報告を受けるほか、外部会計監

査人と適宜協議を行うなど、監査の実効性向上を図っております。

（3）会社の支配に関する基本方針
当社は株式会社の支配に関する基本方針として『当社株式の大規模買付行為への対応方針(買

収防衛策)』を定めており、2020年6月24日開催の第97回定時株主総会において、2023年開催
の定時株主総会終結の時まで継続することをご承認いただいております。
当該方針の概要は下記のとおりです。なお詳細につきましては当社ホームページ掲載の「当社

株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」本文をご参照くだ
さい。
（https://www.kyokuyo.co.jp/files/20051203.pdf）
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①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社

の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定す
るものではなく、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値

のさまざまな源泉、並びに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えて
おります。
従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提

案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不
適切であると考えます。
そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大量買付を意図する者が現れた

場合は、買付者に買付の条件並びに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を
提供させ、当社取締役会や、必要な場合には株主がその内容を検討し、あるいは当社取締役会が
代替案を提案するための十分な時間を確保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当
社取締役会の責務であると考えております。

②基本方針の実現に資する取組み
当社は、上記基本方針に照らし、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組み

として、次の施策を実施しております。
ア．中期経営計画の策定

当社は、当社の企業価値、株主共同の利益を向上させるため、2021年度から2023年度
までの３ヵ年中期経営計画『Build Up Platform 2024』を策定し、『経営基盤の強化を図
りながら、「事業課題への継続的取組み」と「持続的成長への挑戦」を柱とする戦略を進め、
社会と極洋それぞれが共有するべき価値を創造していくことで、新たな成長への礎となる
「高収益構造への転換」を目指す。』という基本方針のもと、ESG、SDGsといった持続可能
な社会の実現に向けた責任を果たしながら、事業を推進してまいります。
イ．コーポレート・ガバナンスの強化

当社は企業統治（コーポレート・ガバナンス）に関しては、公正な経営を維持することが
基本であると考えております。取締役会・監査役会・会計監査人による監査など法律上の機
能に加え、内部統制機能の強化により経営の透明性向上とコンプライアンスを徹底し、経営
環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することで、コーポレート・ガバナンスの強
化に努めております。
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止する取組み
当社取締役会は、上記の基本的な考え方に立ち、大規模買付者が取締役会に対して事前に必要

かつ十分な情報提供をし、取締役会による一定の検討時間が経過した後に大規模買付行為を開始
するといった一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に
対して大規模買付ルールの遵守を求めます。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。当該買

付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。ただし、買収
行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的
に対抗措置を取ることがあります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合に
は、具体的な買付方法の如何にかかわらず、対抗措置をとり買収行為に対抗する場合がありま
す。具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、その内容につきまして速やかに開示いた
します。
本プランの有効期限は2023年開催の定時株主総会終結の時までとなっておりますが、有効期

限の満了前であっても、株主総会あるいは取締役会において本プランを変更、廃止する旨の決議
が行われた場合は、その時点で変更、廃止されるものとします。本プランについて変更、廃止等
の決定を行った場合には、その内容につきまして速やかに開示いたします。
本プランにおける対抗措置の発動等の判断に際しては、当社の業務執行から独立している委員

で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。
なお、取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同

の利益を損なうものではなく、かつ当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断し
ております。
ア．買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
イ．株主意思を重視するものであること
ウ．独立性の高い社外者の判断を重視していること
エ．合理的な客観的要件を設定していること
オ．独立した外部専門家の意見を取得していること
カ．デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと
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（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する適切な利益還元を経営の重要な課題のひとつと位置付けており、企業体

質の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実を図るとともに、安定配当を継続し
つつも、中長期的な利益成長による配当水準の向上を目指します。
内部留保資金につきましては、有利子負債の削減に充当する一方、国内外の生産及び販売拠点

の強化、市場ニーズに応える商品開発、人材育成のための教育投資、情報システムの強化、物流
の合理化などに有効に活用する方針です。
当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことがで

きる旨を定款で定めておりますが、当期の期末配当につきましては１株当たり90円の普通配当
といたしたく、本定時株主総会にお諮りいたします。

（注）本事業報告中に記載の金額について、表示単位未満は切り捨て、比率は四捨五入により表示しております。
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連結貸借対照表（2022年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産 99,527
現 金 及 び 預 金 6,544
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 28,683
商 品 及 び 製 品 44,997
仕 掛 品 3,440
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 6,191
そ の 他 9,678
貸 倒 引 当 金 △9

固 定 資 産 30,932
有 形 固 定 資 産 18,897
建 物 及 び 構 築 物 6,228
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 3,844
船 舶 347
土 地 3,784
リ ー ス 資 産 307
建 設 仮 勘 定 3,944
そ の 他 440
無 形 固 定 資 産 350
リ ー ス 資 産 1
そ の 他 348
投 資 そ の 他 の 資 産 11,685
投 資 有 価 証 券 9,272
繰 延 税 金 資 産 1,136
そ の 他 2,873
貸 倒 引 当 金 △1,597
資 産 合 計 130,460

科 目 金 額

（負 債 の 部）
流 動 負 債 56,936
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 9,950
短 期 借 入 金 15,714
コマーシャル・ペーパー 15,000
リ ー ス 債 務 145
未 払 法 人 税 等 1,081
賞 与 引 当 金 1,044
役 員 賞 与 引 当 金 8
未 払 金 7,791
そ の 他 6,199

固 定 負 債 31,348
長 期 借 入 金 27,021
リ ー ス 債 務 240
特 別 修 繕 引 当 金 118
訴 訟 損 失 引 当 金 184
役 員 株 式 給 付 引 当 金 101
退 職 給 付 に 係 る 負 債 3,648
資 産 除 去 債 務 29
長 期 未 払 金 3
そ の 他 0
負 債 合 計 88,285
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 39,072
資 本 金 5,664
資 本 剰 余 金 1,330
利 益 剰 余 金 32,507
自 己 株 式 △429
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 3,632
その他有価証券評価差額金 3,234
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 343
為 替 換 算 調 整 勘 定 292
退職給付に係る調整累計額 △237
非 支 配 株 主 持 分 △530

純 資 産 合 計 42,174
負 債 及 び 純 資 産 合 計 130,460

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 253,575
売 上 原 価 225,558

売 上 総 利 益 28,016
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 21,624

営 業 利 益 6,392
営 業 外 収 益
受 取 利 息 2
受 取 配 当 金 155
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 17
為 替 差 益 349
補 助 金 収 入 198
受 取 保 険 金 116
そ の 他 198 1,038

営 業 外 費 用
支 払 利 息 391
訴 訟 損 失 引 当 金 繰 入 額 9
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 △2
そ の 他 128 526
経 常 利 益 6,904

特 別 利 益
固 定 資 産 処 分 益 10
国 庫 補 助 金 等 収 入 39
投 資 有 価 証 券 売 却 益 0 50

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 8
減 損 損 失 19
退 職 給 付 費 用 156
固 定 資 産 圧 縮 損 37
投 資 有 価 証 券 評 価 損 7 229
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,725

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,034
法 人 税 等 調 整 額 89 2,124
当 期 純 利 益 4,601
非支配株主に帰属する当期純損失(△ 損失) △33
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,634

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2021年４月１日残高 5,664 1,329 28,737 △430 35,300
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △864 △864
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,634 4,634

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 1 1
連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減 1 1
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― 1 3,770 0 3,771
2022年３月31日残高 5,664 1,330 32,507 △429 39,072

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

2021年４月１日残高 5,139 148 95 △301 5,081 △407 39,975
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △864
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,634

自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 1
連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減 1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △1,904 194 196 64 △1,448 △123 △1,572

当 期 変 動 額 合 計 △1,904 194 196 64 △1,448 △123 2,199
2022年３月31日残高 3,234 343 292 △237 3,632 △530 42,174

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2022年05月17日 17時08分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



計算書類

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

52

貸借対照表（2022年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額
（資 産 の 部）

流 動 資 産 88,825
現 金 及 び 預 金 3,444
売 掛 金 27,487
商 品 及 び 製 品 39,097
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 2
前 渡 金 3,188
前 払 費 用 797
短 期 貸 付 金 1,162
未 収 入 金 8,862
未 収 消 費 税 等 409
預 け 金 4,688
そ の 他 680
貸 倒 引 当 金 △996

固 定 資 産 20,225
有 形 固 定 資 産 6,349
建 物 2,520
構 築 物 145
機 械 装 置 1,314
船 舶 43
車 両 運 搬 具 1
工 具、 器 具 及 び 備 品 261
土 地 1,919
リ ー ス 資 産 93
建 設 仮 勘 定 48
無 形 固 定 資 産 319
借 地 権 8
商 標 権 1
ソ フ ト ウ ェ ア 308
そ の 他 0
投 資 そ の 他 の 資 産 13,557
投 資 有 価 証 券 8,658
関 係 会 社 株 式 4,102
出 資 金 18
関 係 会 社 出 資 金 23
長 期 貸 付 金 154
破 産 更 生 債 権 等 1,603
繰 延 税 金 資 産 25
差 入 保 証 金 570
そ の 他 36
貸 倒 引 当 金 △1,637
資 産 合 計 109,051

科 目 金 額
（負 債 の 部）

流 動 負 債 52,047
買 掛 金 11,555
前 受 金 1
賞 与 引 当 金 661
未 払 金 6,500
預 り 金 5,092
未 払 費 用 555
リ ー ス 債 務 40
短 期 借 入 金 3,522
一年内返済長期借入金 7,688
コマーシャル・ペーパー 15,000
未 払 法 人 税 等 857
そ の 他 572

固 定 負 債 24,625
長 期 借 入 金 21,218
関係会社事業損失引当金 349
役 員 株 式 給 付 引 当 金 101
退 職 給 付 引 当 金 2,867
リ ー ス 債 務 63
資 産 除 去 債 務 12
そ の 他 13
負 債 合 計 76,672
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 28,797
資 本 金 5,664
資 本 剰 余 金 1,320
資 本 準 備 金 742
そ の 他 資 本 剰 余 金 578
利 益 剰 余 金 22,242
利 益 準 備 金 673
そ の 他 利 益 剰 余 金 21,568
別 途 積 立 金 1,560
繰 越 利 益 剰 余 金 20,008

自 己 株 式 △429
評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,581
その他有価証券評価差額金 3,238
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 343
純 資 産 合 計 32,378

負 債 及 び 純 資 産 合 計 109,051
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 232,745
売 上 原 価 207,862

売 上 総 利 益 24,883
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 19,603

営 業 利 益 5,279
営 業 外 収 益
受 取 利 息 50
受 取 配 当 金 306
為 替 差 益 336
補 助 金 収 入 32
雑 収 入 138 864

営 業 外 費 用
支 払 利 息 337
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 69
雑 支 出 53 460
経 常 利 益 5,683

特 別 利 益 ―
特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 8
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 349
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 161
関 係 会 社 株 式 評 価 損 57
投 資 有 価 証 券 評 価 損 7 584
税 引 前 当 期 純 利 益 5,099

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,609
法 人 税 等 調 整 額 69 1,679
当 期 純 利 益 3,420

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

2021 年４月１日残高 5,664 742 578 1,320
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ―
2022年３月31日残高 5,664 742 578 1,320

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計別途積立金 繰越利益

剰余金
2021 年４月１日残高 673 1,560 17,452 19,686 △430 26,240
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △864 △864 △864
当 期 純 利 益 3,420 3,420 3,420
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 1 1
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― 2,555 2,555 0 2,556
2022年３月31日残高 673 1,560 20,008 22,242 △429 28,797
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評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等
合計

2021 年４月１日残高 5,138 148 5,287 31,528
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △864
当 期 純 利 益 3,420
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 1
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △1,900 194 △1,706 △1,706

当 期 変 動 額 合 計 △1,900 194 △1,706 850
2022年３月31日残高 3,238 343 3,581 32,378

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2022年５月24日
株式会社 極 洋
取 締 役 会 御中

井 上 監 査 法 人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 平 松 正 己
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 吉 松 博 幸
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 塚 本 義 治

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社極洋の2021年４月１日から2022年３月

31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社極洋及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 以 上
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会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2022年５月24日
株式会社 極 洋
取 締 役 会 御中

井 上 監 査 法 人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 平 松 正 己
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 吉 松 博 幸
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 塚 本 義 治

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社極洋の2021年４月１日から2022

年３月31日までの第99期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第99期事業年度の取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、電話回線又はインターネット等を経由
した手段も活用しながら、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検
討事項については、井上監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118
条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので
はなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年5月27日
株式会社 極 洋 監査役会

常勤監査役
社外監査役 田 村 雅 治㊞
常勤監査役
社外監査役 菅 野 洋 一㊞

監査役 志 村 和 彦㊞
監査役 西 浜 正 幸㊞

以 上
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〈メ モ 欄〉
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都市センターホテル（日本都市センター会館内）
３階　コスモスホール
東京都千代田区平河町二丁目４番１号

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「インターネット」又は「書面（郵送）」等による議決権の事前行使をご選
択いただき、当日のご来場は可能な限りご遠慮いただきますようお願い申し上げます。特にご高齢の方や基礎疾患の
ある方、妊娠をされている方は、当日のご来場は自粛いただきますよう、強くお願い申し上げます。

東京メトロ
⃝有楽町線　麹町駅　１番出口より徒歩約４分
⃝半蔵門線 ⃝有楽町線　永田町駅　５番出口より徒歩約４分
⃝南北線　永田町駅　９ｂ番出口より徒歩約３分
⃝丸ノ内線 ⃝銀座線　赤坂見附駅　Ｄ出口より徒歩約８分

都バス
平河町二丁目（日本都市センター前）

（新橋駅⇔市ヶ谷駅⇔小滝橋車庫前）

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

※株主総会ご出席株主様へのお土産のご提供を取り止めさせていただいております。
　何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

当日は、公共交通機関等をご利用
いただきますようお願い申し上げます。

株主総会会場
ご 案 内 図

会 場

交通機関と
所 要 時 間
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